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第５章 居住誘導区域の設定 

５－１５－１５－１５－１    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

「４－４ 居住誘導区域、都市機能誘導区域の基本方針」を踏まえ、居住誘導区域を設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪居住誘導区域の基本方針≫ 

①「まちなかエリア（中条駅から市役所までの約２kmの間を中心にした範囲）」と「平木田

駅周辺エリア（用途地域）」を含む用途地域内を基本に人口密度を勘案しつつ設定。 

②上記①の区域から「原則として居住誘導区域に含まない区域」を除外。 

③上記①の区域の中に「区域に含めることに慎重な判断が必要な区域」が含まれる場合は、

当該範囲について居住を誘導することの是非について判断したうえで、誘導することが適

当でないと判断される区域を除外して設定。 

≪居住誘導区域の設定（都市計画運用指針）≫ 

居住誘導区域設定の基本的な考え方居住誘導区域設定の基本的な考え方居住誘導区域設定の基本的な考え方居住誘導区域設定の基本的な考え方    

①人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう設定する。 

②都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ設定す

る。 

③居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境の確保、地域における公共投資や公共公益施設の

維持運営などの都市経営の効率的に配慮し設定する。 

居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域    

①都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点、その周辺の区域 

②都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通で比較的容易にアクセスすることができ、そこに立

地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

③合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

原則として原則として原則として原則として居住誘導区域に居住誘導区域に居住誘導区域に居住誘導区域に含まない含まない含まない含まない区域区域区域区域    

・土砂災害特別警戒区域 

・津波災害特別警戒区域 

・災害危険区域 

・地すべり防止区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 

慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域    

・土砂災害警戒区域 

・浸水想定区域 

・空地等が散在している区域で、人口等

の将来見通しを勘案して、今後は居住

の誘導を図るべきでないと判断する区

域 
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５－２５－２５－２５－２    「「「「居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域居住誘導区域を定めることが考えられる区域」に関する考察」に関する考察」に関する考察」に関する考察    

・人口密度を維持するために一定の人口集積を図る観点から、2040 年推計において、全市的

に見て相対的に人口密度が高いと判断できる 10 人/ha 以上のエリアを居住誘導区域の基本

と考えます。 

 

まちなかエリアまちなかエリアまちなかエリアまちなかエリア    

●都市機能や居住が集積している 

都市の中心拠点とその周辺の区域 

平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア    

●都市の中心拠点である「まちなかエリア」

に公共交通で比較的容易にアクセスする

ことができ、そこに立地する都市機能の

利用圏として一体的である区域 
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５－５－５－５－３３３３    「「「「原則として居住誘導区域に含まない区域原則として居住誘導区域に含まない区域原則として居住誘導区域に含まない区域原則として居住誘導区域に含まない区域」に関する考察」に関する考察」に関する考察」に関する考察    

 

・「原則として居住誘導区域に含まない区域」に該当するエリアとしては、土砂災害特別警戒

区域、地すべり防止区域が指定されていますが、胎内市の場合、主に山際～山間部に指定さ

れており、用途地域内では、土砂災害リスクの高い場所は見られません。 

・したがって、用途地域内には「原則として居住誘導区域に含まない区域」に該当するエリア

はありません。 

５－５－５－５－４４４４    「「「「区域に含めることに区域に含めることに区域に含めることに区域に含めることに慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域慎重な判断が必要な区域」に関する考察」に関する考察」に関する考察」に関する考察    

５－５－５－５－４４４４－１－１－１－１    土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域    

 

・土砂災害警戒区域は、主に山際～山間部に指定されており、用途地域内では、土砂災害リス

クの高い場所は見られません。 

 

図 5-4-1 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 
資料：洪水ハザードマップ 

●●●●用途地域内に「原則として居住誘導区域に含まない区域」はない。用途地域内に「原則として居住誘導区域に含まない区域」はない。用途地域内に「原則として居住誘導区域に含まない区域」はない。用途地域内に「原則として居住誘導区域に含まない区域」はない。    

●●●●用途地域内に「土砂災害警戒区域」はない。用途地域内に「土砂災害警戒区域」はない。用途地域内に「土砂災害警戒区域」はない。用途地域内に「土砂災害警戒区域」はない。    
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５－５－５－５－４４４４－２－２－２－２    浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域    

 

 

●●●●浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域浸水想定区域は、は、は、は、浸水対策を講じることを前提に居住誘導区域に含める浸水対策を講じることを前提に居住誘導区域に含める浸水対策を講じることを前提に居住誘導区域に含める浸水対策を講じることを前提に居住誘導区域に含める。。。。    

まちなかエリアまちなかエリアまちなかエリアまちなかエリア    

●「まちなかエリア」を含む範囲が 

「浸水想定区域」に該当しています。 

●人口や都市機能が集積する「まちな

かエリア」を居住誘導区域から除外

することは現実的でないため、浸水

対策を講じることを前提に居住誘導

区域に含めます。 
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５－５－５－５－４４４４－３－３－３－３    空地等が散在している区域空地等が散在している区域空地等が散在している区域空地等が散在している区域    

 

 

●●●●一団の農地等は、一団の農地等は、一団の農地等は、一団の農地等は、居住誘導居住誘導居住誘導居住誘導策を策を策を策を講じることを講じることを講じることを講じることを前提に前提に前提に前提に居住誘導区域に含める居住誘導区域に含める居住誘導区域に含める居住誘導区域に含める。。。。    

まちなかエリアまちなかエリアまちなかエリアまちなかエリア、、、、平木田駅周辺エリ平木田駅周辺エリ平木田駅周辺エリ平木田駅周辺エリアアアア    

●今後、人口の減少が見込まれる中、用途地域外での宅地

開発はさらなる低密度化を招く要因となることから、抑

制していくことが課題となります。 

●今後は、中条駅西口周辺など、新たな開発が期待される

エリアに積極的に居住を誘導することを前提に、一団の

農地等を居住誘導区域に含めることを基本とします。 



‐62‐ 

５－５－５－５－５５５５    居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定    

ここまでの考察結果を踏まえた上で、居住誘導区域の範囲を以下の通り設定します。なお、

区域の設定は、道路や河川といった明確な地形地物の位置を踏まえて行います。 

 

●隣接する工業団地を

支える住宅地とし

て、居住誘導区域に

含める。 

●市役所等に隣接し、交通利便性が

高い住宅地として、居住誘導区域

に含める。 ●利便性が向上し

た中条駅西口周

辺は、都市化を

積極的に誘導す

る エ リ ア と し

て、居住誘導区

域に含める。 

●平木田駅に隣接し、交通利便性が

高い住宅地として、居住誘導区域

に含める。 


